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経理規程 
 

第１章 総 則 
 
（目 的） 
第１条 本規程は、一般社団法人 RCF（以下、「RCF」という）の経理に関する基本的事

項及び会社法、関係諸法令に従い、遵守しなければならない事項等についての取り扱い基

準を定め、RCF の財政状態及び経営成績に関し、真実、明瞭かつ迅速な報告を提供すると

ともに、経営活動の計数的把握を通して、経営活動の能率的運営を図ることを目的とする。 
 

（経理、会計処理の原則） 
第２条 RCF におけるすべての経理業務は、本規程の定めるところによる。但し、本規程

に定めなきものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行うもの

とする。 
２ 本規程中各条項の細部の取扱いについては、必要に応じて別に「細則」または「マニ

ュアル」を設けることができる。 
３ 本規程の解釈に疑義がある場合は、管理部門担当マネージャーが通達をもってその解

釈を明示する。 
 
（経理業務の範囲） 
第３条 本規程において経理業務とは、次の事項を言う。 
（１）会計帳簿の記帳、整理及び保存に関する事項 
（２）金銭の出納保管に関する事項 
（３）資金の調達及び資金運用に関する事項 
（４）債権、債務に関する事項 
（５）固定資産に関する事項 
（６）決算に関する事項 
（７）税務に関する事項 
（８）その他、経理業務全般に関する事項 
 
（会計年度） 
第４条 RCF の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年４月１日から翌年３月３

１日までとする。 
 
（会計単位） 
第５条 会計単位は、本社集中会計制度とする。 

 
（会計の区分） 
第６条 会計区分は、次の通りとする。 
（１）公益目的事業に関する会計 
（２）その他の事業に関する会計 
２ 前条に定める会計区分のうち、事業ごとの経理が必要な場合には、本規程に定める手

順に基づき区分経理を行うことができる。 
 

（経理責任者、出納責任者） 
第７条 経理責任者は管理部門担当マネージャーとする。 
尚、経理責任者は、経理業務のうち出納責任者の所管する業務以外の業務を所管する。 
２ 出納責任者は、代表理事とする。 
３ 経理責任者又は出納責任者は、必要に応じて経営会議の事前承認の上で、それぞれ担

当者を定めることができる。 
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第２章 会計方針 
 
（売上の計上基準） 
第８条 売上の計上基準は、別に定める「勘定科目処理要領」によるものとする。 

 
（繰延資産） 
第９条 繰延資産は、会社法、その他の法令の規定に従い会計処理を行う。 
 
（消費税） 
第１０条 消費税の会計処理は、税抜方式による。 

 
（引当金） 
第１１条 引当金の計上方法は、次のとおりとする。 
（１）貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する。 
（２）賞与引当金 
決算賞与として見込まれる額を計上する。 
 

第３章 勘定科目及び帳簿組織 
 
（勘定科目とその配列） 
第１２条 勘定科目及びその配列は、別に定める「勘定科目処理要領」による。 
 
（伝票及び帳簿） 
第１３条 会計伝票及び帳簿は、次の通りとする。 
（１）会計伝票 

①仕訳伝票 
（２）会計帳簿 

①総勘定元帳 
②補助元帳 

 
（会計伝票） 
第１４条 会計伝票は、会計システムから出力された帳票をもって行う。 
2 会計伝票は、取引の発生を証する証憑書類に基づいて作成し、これと突合容易な形で

整備保管することを要する。 
 
（証 憑） 
第１５条 証憑とは、請求書、領収書、その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。 
 
（総勘定元帳） 
第１６条 総勘定元帳は、会計システムから出力された帳簿をもって行い、会計伝票の金

額及び取引内容が勘定科目別に記帳されるものとする。 
 

（補助元帳） 
第１７条 補助元帳は、主要な勘定科目についてこれを設け、会計伝票から記帳されるも

のとする。 
 
（会計帳簿の更新時期） 
第１８条 会計帳簿は、原則として会計年度毎に更新する。 
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（会計帳簿の締切） 
第１９条 会計帳簿は、特に定めのある場合を除き、毎会計年度末に締切を行い、残高が

ある場合は繰り越しの手続きを行う。 
 
（帳簿等の保存） 
第２０条 経理責任者は、帳簿及び証憑書類を、別途取り決めた｢文書管理規程｣の別表

「文書の種類及び保存期間基準表」に定める所定の期間保存する。 
尚、保存期間を経過したものは、適宜経理責任者の承認を得て処分する。 
 

第４章 金銭出納会計 
 
（金銭の範囲） 
第２１条 本規程において金銭とは、現金及び預金をいい、現金とは通貨、小切手等をい

う。なお、手形及び有価証券その他金銭と同一の価値を持つものの取扱は、金銭に準ず

る。 
 

（責任者） 
第２２条 金銭の保管及び出納事務は、出納責任者が責任を負う。 

 
（出納の方法） 
第２３条 金銭の出納は、全て所定の手続により行われ、出納責任者の認印を得た支払依

頼書に基づいて行う。 
２ 金銭を収納したときは、原則として当日中に出納責任者に持ち込み、出納責任者が収

納手続を行う。回収した金銭は、遅滞なく金融機関に預け入れることを原則とする。 
３ 金銭の支払は、請求書及びその取引を証する証憑書類を添付した支払依頼書に基づく

ことを要す。また、原則として、正規の領収証と引換に行うことを要す。 
ただし、銀行振り込みによる出納は、領収書の発行を省略することができる。 

 
（残高照合） 
第２４条 出納担当者は、日々の出納終了後に、現金残高を実査して金銭在高表（金種

表）を作成し、帳簿残高と照合のうえ出納責任者の認印を受けなければならない。 
２ 出納担当者は、前項の残高に差異が生じた場合、遅滞なく出納責任者及び経理責任者

に報告し、その指示を受けることを要する。 
 

第５章 資金及び投融資会計 
 
（範 囲） 
第２５条 本規程において資金及び投融資会計とは、RCF の財務活動に関する経理業務を

いう。 
 
（金融機関との取引の改廃） 
第２６条 金融機関との取引を開始または廃止する場合は、「稟議規程」に基づく決裁を

要する。 
 
（金融機関との取引の名義） 
第２７条 金融機関との取引は、代表理事名義をもって行う。 
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（その他資金関係諸業務） 
第２８条 下記の業務については、「稟議規程」に基づく決裁を経て経理責任者が行う。 
（１）重要な資金の借入 
（２）重要な担保の提供 
（３）重要な貸付、保証 
（４）重要な有価証券及び出資証券等の取得、売却 
（５）重要な資金の運用 
 

第６章 債権債務会計 
 
（範 囲） 
第２９条 本規程において債権債務会計とは、事業の活動に伴い発生する債権債務に関す

る経理業務をいう。 
 
（債権債務の整理） 
第３０条 債権債務は、その発生から消滅に至るまで取引先別に整理記録し、経理責任者

が管理しなければならない。 
 

（残高の確認） 
第３１条 債権債務残高に差異が生じた場合には、直ちにその原因を調査し、経理責任者

に報告することを要する。 
 

（滞留債権及び不良債権の管理処理） 
第３２条 回収不能な債権が発生した場合には、経理責任者は、遅滞なく適切な保全措置

を取るとともに、少額の場合を除き、経営会議に報告しなければならない。 
２ その他、不良債権、滞留債権の処理については、別に定める「与信並びに取引先管理

規程」によるものとする。 
 

第７章 固定資産会計 
 
（範 囲） 
第３３条 本規程において固定資産会計とは、以下の固定資産に関する経理業務をいう。 
（１）有形固定資産 
建物、建物付属設備、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定、その他の有形固定

資産 
（２）無形固定資産 
商標権、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定、その他の無形固定資産 
（３）投資その他の資産 
会員権、出資金、差入保証金、破産更生債権等、長期前払費用、その他の資産 

 
（固定資産の管理） 
第３４条 固定資産の管理は、「固定資産管理規程」による。（取得価額） 
 
第３５条 固定資産の取得価額は、法人税法、その他の法令に定めるところによる。 
なお、第３２条第３号に規定する投資その他の資産のうち、会員権及び出資金について

は、時価もしくは実質価額等が取得価額より著しく低下したときは、相当の減額をしなけ

ればならない。 
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（資本的支出と修繕費） 
第３６条 固定資産の修理改良を行った場合、固定資産の機能維持または価値を増加し、

あるいは耐用年数を延長する支出は、これに対応する金額を固定資産に計上しなければな

らない。 
 

（取得等） 
第３７条 固定資産の取得、売却、除却及び移管を行う場合、経理責任者は、「固定資産

管理規程」に定めるところに従い処理しなければならない。 
２ 前項の場合、経理担当者は速やかに所定の会計処理を行い、固定資産台帳に記録す

る。 
 

（減価償却） 
第３８条 固定資産のうち償却性固定資産については、当該固定資産を事業の用に供した

月度より、毎年継続的に減価償却を実施する。 
２ 減価償却は、以下の方法による。 
（１）有形固定資産（リース資産を除く） 
原則として法人税法、その他の法令の定める定率法による個別償却とする。 
ただし、建物及びリース資産は定額法とする。 
（２）無形固定資産（リース資産を除く） 
原則として法人税法、その他の法令の定める定額法による個別償却とする。 
（３）リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間定額法（リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法） 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年３

月３１日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理。（臨

時償却） 
 

第３９条 固定資産が災害その他の事故により滅失毀損したときは、固定資産の管理責任

者は、事故の内容・原因等に関して直ちに経理責任者に報告し、その指示に従わなければ

ならない。 
２ 経理責任者は、前項の場合、「職務権限規程｣の定めに従い、所定の決裁を経て、滅失

毀損した部分の金額相当額について当該固定資産の簿価を切り下げ、これを臨時償却とし

て処理しなければならない。 
 
（管 理） 
第４０条 固定資産は、「固定資産管理規程」に基づき管理しなければならない。 
 

第８章 決 算 
 
（目 的） 
第４１条 決算は、会計期間における経営活動の成果を計算し、期末における経営成績及

び財政状態を明らかにすることを目的とする。 
 

（決算区分） 
第４２条 決算は、会計期間の区分に応じて月次決算、期末決算に区分し、その期間は次

の通りとする。 
（１）月次決算：毎月１日よりその月の末日まで 
（２）期末決算：第４条に定める会計年度 

 
 



-6- 
   

（決算書類） 
第４３条 前条決算区分における作成書類は、次の通りとする。 
（１）月次決算：貸借対照表、損益計算書、その他特に定めるもの 
（２）期末決算：貸借対照表、正味財産増減計算書、その他特に定めるもの 
２ その他法定提出書類：税務申告及び税務決算書類 
 
（決算報告と承認） 
第４４条 経理責任者は、月次の決算書類をとりまとめ、代表理事に報告しなければなら

ない。 
２ 経理責任者は、期末の決算書類をとりまとめ、代表理事に提出のうえ、 経営会議の承

認を得なければならない。 
 
（会計処理基準） 
第４５条 資産及び負債の評価は、前条までに規定するものの他、次の各号の定めによる

ものとする。 
（１）継続的役務提供契約にかかる経過勘定は、発生主義により計上することを原則とす

るが、重要性の乏しい項目については、収入時または支出時に収益または費用として処理

する。 
（２）法人税、住民税及び事業税の支払に充てるため、当該決算期に帰属するこれらの税

務のうち未払額を未払法人税等として流動負債に計上しなければならない。消費税の支払

については、未払消費税等として流動負債に計上しなければならない。 
２ 前条までに規定する各会計処理基準及び前項各号に掲げる各会計処理基準に関して、

これを変更する場合には、経理責任者の起案により、経営会議の承認を得て行うものとす

る。 
３ 前項の場合、経理責任者は、当該会計処理基準の変更に関して、合理性・客観性の観

点からより当社の経営実態に即した情報開示に努めるという視点をもって慎重に検討する

とともに、当該会計処理基準の変更が与える将来の業績への影響について吟味しなければ

ならない。 
４ 前条までに規定する各会計処理基準及び第１項各号掲げる各会計処理基準より例外的

な会計処理が必要になった場合には、「企業会計原則その他一般に構成妥当と認められる

企業会計の基準」に従って、例外処理の発生理由等を合理性・客観性の観点からより当社

の経営実態に即した情報開示に努めるという視点をもって慎重に検討したうえで、経理責

任者の起案により、経営会議の承認を得て行うものとする。 
 

第９章 予算会計 
 
（目 的） 
第４６条 予算は、中期経営計画に基づき、年度の目標を達成するため、これを明確な計

数をもって表示し、これにより各部門の責任範囲を明確にし、併せて各部門の業務活動を

管理・統制するとともに、予算と実績との差異分析を通じて経営効率の改善向上に資する

ことを目的とする。 
 

第１０章 税 務 
 
（目 的） 
第４７条 本規程の税務とは、RCF の納税に関する一切の会計処理及びその関連措置を対

象とする。 
 
 
 



-7- 
   

（税務の基本原則） 
第４８条 税務の処理にあたっては、次の原則に従うものとする。 
（１）税務関係諸法令を適正に解釈、適用し、適正額による申告及び納税を行うこと。 
（２）税務に関係ある会計処理並びにその関連措置については、適法な範囲で納税条件を

良好ならしめること。 
 

（会計処理との関連） 
第４９条 会計処理と税務関係法令に基づく処理との不一致については、その不一致を明

確にしておかなければならない。 
 
（税務に関する指示、指導） 
第５０条 経理責任者は、一切の税務に関し指示及び指導を行うことを要する。 
 
（税務申告） 
第５１条 税務申告は、経理責任者がこれを行う。 
 

第５章 雑 則 
 
（規程の改廃） 
第５２条 本規程の改廃は、経営管理責任者が立案し、代表理事が決裁する。 
 

附  則 
 
１ 本規程は、令和元年１０月２４日より制定、施行する。 
 


